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第 215 回定時株主総会招集ご通知の記載事項一部修正について 
 
 

平成 26 年 6 月 6 日付けにて、株主の皆様あてにご送付いたしました標記書類につきまして、記載
内容に一部誤記がありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下
記の通り修正のご連絡をさせていただきます。 

 
記 

 
１．修正箇所 

株主総会招集ご通知 株主総会参考書類 
第 2 号議案 第三者割当によるＡ種種類株式発行の件 

  １．第三者割当により募集株式を発行する理由 
(3)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠（51 ページ 6～18 行目） 

 
２．修正内容（訂正箇所は下線を付して記載しております。） 
 
＜修正前＞ 
（略）～。A 種種類株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が下限取得価額（79.0 円）
で行使されたと仮定すると、A 種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額が存在しない状態
で最大で議決権数 31,645 個の普通株式が交付されることになり、平成 26 年３月 31 日現在の株主名
簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数である 144,307 個に対する割合は約 21.9％とな
ります。なお、A種種類株式の全部について、A種種類株式に付された金銭及び B種種類株式を対価
とする取得請求権が、B 種種類株式が最も多く交付される時点において行使された場合（すなわち、
当該取得請求権が平成 31 年７月１日以降に行使された場合）において、これによって発行された B
種種類株式の全部につき、B種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権が下限取得価額
（50 円）で行使された場合には、最大で議決権数 18,500 個の普通株式が交付され、平成 26 年３月
31 日現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数である 144,307 個に対する割
合は約 12.8％となりますので、A種種類株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使
された場合に生じる最大の希薄化よりも小さいものとなります。～（略）。 
 
＜修正後＞ 
（略）～。A 種種類株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が下限取得価額（79.0 円）で行
使されたと仮定すると、A 種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額が存在しない状態で最大で
議決権数 31,645 個の普通株式が交付されることになり、平成 26 年３月 31 日現在の株主名簿に基づく当
社の発行済普通株式に係る議決権総数である 144,283 個に対する割合は約 21.9％となります。なお、A 種
種類株式の全部について、A 種種類株式に付された金銭及び B 種種類株式を対価とする取得請求権が、B
種種類株式が最も多く交付される時点において行使された場合（すなわち、当該取得請求権が平成 31 年
７月１日以降に行使された場合）において、これによって発行された B 種種類株式の全部につき、B 種種
類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権が下限取得価額（50 円）で行使された場合には、最大
で議決権数 18,500 個の普通株式が交付され、平成 26 年３月 31 日現在の株主名簿に基づく当社の発行済
普通株式に係る議決権総数である 144,283 個に対する割合は約 12.8％となりますので、A 種種類株式の全
部について普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に生じる最大の希薄化よりも小さいもの
となります。～（略）。 
 
３．修正による影響 
 今回の修正において、普通株式に生じる最大希薄化率に大きな影響はありません。 
 

以上 


